
ひたちなか市立保育所設置及び管理条例（案）新旧対照表 

旧 新 備考 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

５条第３項の規定に基づき，日々保護者の委託を受けて，保育に欠ける乳児

又は幼児（以下「乳幼児」という。）を保育するため，ひたちなか市立保育

所（以下「保育所」という。）を設置する。 

 

（負担金） 

第４条 保育所に入所した乳幼児の保護者は，負担金を毎月納入しなければな

らない。ただし，市長がその保護者に負担能力がないと認めたときは，負担

金の一部又は全部を免除することができる。 

２ 負担金の額は，法第５６条第３項の規定により，その年度の徴収金基準に

基づき，市長が別に定める。 

 

（保育の停止又は解除） 

第５条 市長は，保育の実施中の乳幼児が次の各号のいずれかに該当するとき

は，一時その保育の実施を停止し，又は解除することができる。 

（１） ひたちなか市保育の実施に関する条例（平成６年条例第６０号）第

２条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。 

（２） 病気のため，保育の実施に適さないと認めたとき。 

（３） 正当な理由がなく，欠席が甚だしいとき。 

（４） その他市長が保育の実施上支障があると認めたとき。 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第３項の規定に基

づき，保育を必要とする乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）を日々保

護者の下から通わせて保育を行うため，ひたちなか市立保育所（以下「保育

所」という。）を設置する。 

 

（負担金） 

第４条 保育所に入所した乳幼児の保護者は，負担金を毎月納入しなければな

らない。ただし，市長は，その保護者に負担能力がないと認めたときは，負

担金を軽減し，又は免除することができる。 

２ 負担金の額は，市長が別に定める。 

 

 

（保育の停止又は解除） 

第５条 市長は，保育を受ける乳幼児が次の各号のいずれかに該当するとき

は，一時その保育の実施を停止し，又は解除することができる。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項

第２号に規定する内閣府令で定める事由に該当しなくなったとき。 

（２） 病気のため，保育の実施に適さないと市長が認めたとき。 

（３） 正当な理由がなく，欠席が甚だしいとき。 

（４） その他市長が保育の実施上支障があると認めたとき。 
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（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条

第３項の規定に基づき，日々保護者の委託を受けて，保育に欠ける乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）を保育するため，ひたちなか市立保育所（以下「保

育所」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は，別表のとおりとする。 

（入所） 

第３条 保育所に乳幼児を入所させようとする者は，市長の許可を受けなければな

らない。 

（負担金） 

第４条 保育所に入所した乳幼児の保護者は，負担金を毎月納入しなければならな

い。ただし，市長がその保護者に負担能力がないと認めたときは，負担金の一部

又は全部を免除することができる。 

２ 負担金の額は，法第５６条第３項の規定により，その年度の徴収金基準に基づ

き，市長が別に定める。 

（保育の停止又は解除） 

第５条 市長は，保育の実施中の乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは，

一時その保育の実施を停止し，又は解除することができる。 

（１） ひたちなか市保育の実施に関する条例（平成６年条例第６０号）第２条

に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。 

（２） 病気のため，保育の実施に適さないと認めたとき。 

（３） 正当な理由がなく，欠席が甚だしいとき。 

（４） その他市長が保育の実施上支障があると認めたとき。 



（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

この条例は，平成６年１１月１日から施行する。 

付 則（平成１２年条例第３４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１５年条例第４２号） 

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年条例第３２号） 

この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２０年条例第３０号） 

この条例は，平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年条例第２１号） 

この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

ひたちなか市立佐野保育所 ひたちなか市大字高野２３２１番地の２ 

ひたちなか市立東石川保育所 ひたちなか市大字東石川１４９５番地 

ひたちなか市立つだ保育所 ひたちなか市大字津田１９５０番地の１ 

ひたちなか市立那珂湊第一保育所 ひたちなか市西十三奉行１３２１４番地の２ 

ひたちなか市立那珂湊第二保育所 ひたちなか市平磯町３０４番地 

 


